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一

法
律
に
従
わ
な
い
裁
判

旧
中
国
の
法
律
体
系
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
違
反
が
何
ら
か
の
刑
罰
に
帰
着
す
る
仕
組
に
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
法
律
違
反
は
す

べ
て
犯
罪
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、『
清
律
』
刑
律
、
断
獄
下
、
断
罪
引
律
令
条
に
「
罪
を
断
ず
る
に
は
、
皆
、
須
か
ら
く
具つ

ぶ

さ
に
律
例
を

引
く
べ
し
。
違
う
者
は
笞
三
十
。」、
官
司
出
入
人
罪
条
に
「
官
司
、
故
ら
に
人
の
罪
を
出
入
し
、
全
出
全
入
す
る
者
は
、
全
罪
を
以
て
論

ず
。
も
し
軽
き
を
増
し
て
重
き
と
作な

し
、
重
き
を
減
じ
て
軽
き
と
作
さ
ば
、
増
減
す
る
と
こ
ろ
を
以
て
論
ず
。
死
に
至
る
者
は
、
坐
す
る

旧
中
国
の
罪
刑
法
定
主
義
の
非
国
教
化
に
つ
い
て

一

(二
三
四
)



に
死
罪
を
以
て
す
。
も
し
罪
を
断
じ
て
入
る
る
に
失
す
る
者
は
、
各
々
三
等
を
減
ず
。
出
だ
す
に
失
す
る
者
は
、
各
々
五
等
を
減
ず
。」

と
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
裁
判
官
は
必
ず
法
律
に
従
っ
て
判
決
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
決
ま
り
に
な
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
杖
一
百
以
下
の
刑
に
当
た
る
犯
罪
を
審
理
し
て
判
決
を
下
し
、
刑
を
執
行
す
る
、
清
朝
の
州
県
が
行
う
裁
判
（「
聴
訟
」

「
州
県
自
理
」）
で
は
、
滋
賀
秀
三
「
民
事
的
法
源
の
概
括
的
検
討
」（『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』
所
収
、
創
文
社
、
昭
和
五
十
九
年
）
が
、

「
聴
訟
の
場
に
お
い
て
も
裁
判
官
は
国
法
の
な
か
に
何
か
判
断
の
基
礎
に
な
る
条
項
が
あ
り
は
す
ま
い
か
と
一
応
は
思
い
め
ぐ
ら
す
の
を

常
と
し
た
。
し
か
し
、（
中
略
）
法
の
文
言
の
一
つ
一
つ
が
厳
し
く
判
断
を
規
制
す
べ
き
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。」（
二
七

六
頁
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
法
律
に
従
わ
な
い
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

中
華
民
国
期
に
入
っ
て
か
ら
も
、
県
級
の
地
方
裁
判
で
は
同
様
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
エ
ス
カ
ラ
（
Jean
Escarra）
著
『
中
国
法
』

（
Le
D
roit
Chinois
一
九
三
六
年
）
第
一
部
第
四
章
「
中
国
法
の
精
神
」（
L̓
esprit
du
droit
chinois）
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
（
八
十
二
頁
か
ら
三
頁
）。
和
訳
に
当
た
っ
て
は
、
谷
口
知
平
訳
『
エ
ス
カ
ラ
支
那
法
』（
有
斐
閣
、
昭
和
十
八
年
。
九
十
一
頁
か
ら
二

頁
）、
河
合
篤
編
訳
『
支
那
法
の
根
本
問
題
』（
教
育
図
書
株
式
会
社
、
昭
和
十
七
年
。
二
三
三
頁
か
ら
五
頁
）
を
参
考
に
し
た
。

【和
訳
】

法
の
儒
教
理
念
に
属
す
る
こ
れ
ら
の
欠
点
（
裁
判
が
恣
意
に
陥
る
危
険
が
あ
る
こ
と
等
。
佐
立
注
。）
を
外
国
人
は
、
と
り
わ
け
中

国
で
生
活
す
る
外
国
人
は
、
往
々
に
し
て
誇
張
し
な
が
ら
告
発
し
が
ち
で
す
。
彼
ら
は
裁
判
の
不
公
平
や
、
無
能
で
腐
敗
し
た
裁
判
官

に
つ
い
て
語
る
の
に
急
で
す
。
し
か
し
、
彼
ら
が
挙
げ
る
事
例
の
大
多
数
で
は
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
事
例
は
、
そ
れ
自
体
、
下
さ
れ

た
多
数
の
判
決
の
う
ち
、
重
要
で
は
な
い
部
分
を
表
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
が
、
裁
判
所
は
、
成
文
法
を
厳
格
に
適
用
す
る
代
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わ
り
に
、
儒
教
の
基
準
に
従
っ
て
、
判
決
を
下
し
た
の
で
す
。

例
え
ば
、
あ
る
上
海
の
地
方
裁
判
所
（
原
文
。
une
cour
chinoise
de
Chang-haï
租
界
内
の
裁
判
所
で
は
な
く
、
上
海
市
、
あ

る
い
は
上
海
市
の
属
県
の
裁
判
所
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。）
が
、
借
家
人
の
強
制
退
去
を
請
求
す
る
訴
え
を
受
け
た
と
し
ま
す
。
も

し
、
そ
の
訴
え
が
、
諸
事
情
に
よ
っ
て
、
し
か
も
彼
ら
の
側
に
責
任
や
悪
意
が
な
い
の
に
、
悲
惨
な
状
態
に
追
い
や
ら
れ
た
貧
し
い

人
々
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
、
法
の
規
定
が
彼
ら
に
強
制
退
去
を
留
保
な
し
に
要
求
す
る
と
し
て
も
、
裁
判
所
は
居
住
期

限
の
延
長
や
更
新
を
彼
ら
に
許
可
す
る
の
で
す
。
ま
た
、
と
て
も
金
持
ち
の
人
が
貧
乏
な
人
に
お
金
を
貸
し
て
、
そ
の
貧
乏
な
人
が
期

日
が
来
て
も
返
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
ま
す
。
裁
判
所
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
衡
平
に
従
っ
て
判
決
を
下
す
で
し
ょ
う
。

こ
の
二
つ
の
場
合
に
、
裁
判
所
は
儒
教
の
諸
原
則
と
調
和
す
る
社
会
的
正
義
を
実
現
し
よ
う
と
努
め
ま
す
。
確
か
に
、
家
賃
を
支
払

わ
れ
な
い
家
主
は
損
害
を
被
り
ま
す
。
し
か
し
、
路
頭
に
放
り
出
さ
れ
よ
う
と
す
る
借
家
人
は
、
は
る
か
に
深
刻
な
損
害
を
被
る
で

し
ょ
う
。
も
し
家
主
が
、
今
後
の
家
賃
の
減
額
、
未
払
い
金
を
支
払
う
期
限
の
延
長
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
衡
平
の
欲
求
が
満
た
さ

れ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
貸
主
は
、
貸
し
た
お
金
を
返
し
て
も
ら
え
な
い
と
、
そ
の
た
め
に
損
害
を
被
り
ま
す
。
し
か
し
、
借
り
手
は
、

極
貧
の
状
態
に
あ
っ
て
、
貸
主
よ
り
も
哀
れ
む
べ
き
な
の
で
す
。
一
方
は
損
失
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
他
方
は
そ
れ
が
で
き

ま
せ
ん
。
こ
の
二
人
の
間
で
、
仁
義
は
、
よ
り
小
さ
い
損
害
を
被
る
で
あ
ろ
う
者
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
命
じ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
論
理
を
、
私
は
中
国
で
、
高
い
教
養
を
持
つ
、
全
く
誠
実
な
人
た
ち
か
ら
何
度
も
聞
き
ま
し
た
。
そ
の
人
た
ち
は
、
世

界
の
色
々
な
法
律
理
論
を
完
全
に
知
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
彼
ら
は
、
西
洋
か
ら
借
り
た
概
念
や
制
度
を
中
国
に
導
入
す
る
こ
と
が
、

訴
訟
を
過
度
に
増
や
す
結
果
を
も
た
ら
し
た
、
と
指
摘
し
ま
し
た
。
昔
で
あ
れ
ば
、
家
族
や
宗
族
、
商
人
の
同
業
組
合
等
、
こ
の
国
の

社
会
基
盤
を
形
成
す
る
諸
団
体
の
内
部
で
、
調
停
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
は
ず
の
非
常
に
多
数
の
訴
訟
が
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
結
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果
を
も
た
ら
し
た
、
と
言
う
の
で
す
。
家
族
の
問
題
に
関
わ
る
訴
訟
、
と
り
わ
け
離
婚
及
び
相
続
に
関
わ
る
訴
訟
の
増
加
は
、
彼
ら
に

と
っ
て
、
退
廃
の
印
で
し
た
。

そ
し
て
、
彼
ら
の
一
人
で
、
孫
逸
仙
（
逸
仙
は
孫
文
の
字
。
佐
立
注
。）
大
統
領
の
教
訓
を
土
台
と
し
て
、
自
国
の
再
建
に
一
身
を

完
全
に
さ
さ
げ
て
い
る
一
流
の
人
物
は
、
あ
る
日
、
私
た
ち
が
一
緒
に
、
裁
判
所
の
組
織
と
訴
訟
手
続
き
と
の
い
く
つ
か
の
問
題
を
議

論
し
て
い
た
時
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
、
彼
の
蔵
書
の
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
取
り
出
し
て
、
紀
元
前
五
三
六
年
に
、
鄭
（
晋
の
誤
り
。

佐
立
注
。）
の
叔
向
が
、
鄭
の
大
臣
の
子
産
に
対
し
て
、
刑
法
典
を
青
銅
の
い
く
つ
か
の
釜
の
上
に
刻
ま
せ
た
こ
と
を
非
難
し
た
一
節

を
私
に
読
み
聞
か
せ
ま
し
た
。「
…
…
何
の
必
要
が
あ
っ
て
法
典
を
作
る
の
で
す
か
。
一
度
、
人
々
が
、
訴
訟
を
起
こ
す
根
拠
が
法
典

の
中
に
あ
る
と
知
っ
て
し
ま
う
と
、
人
々
は
礼
を
棄
て
て
、
あ
な
た
の
法
典
の
条
文
に
助
け
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
…
…
訴
訟

が
過
度
に
増
え
る
で
し
ょ
う
。
…
…
」

｢あ
る
日
、
私
た
ち
が
一
緒
に
、
裁
判
所
の
組
織
と
訴
訟
手
続
き
と
の
い
く
つ
か
の
問
題
を
議
論
し
て
い
た
時
」
と
あ
る
が
、
エ
ス
カ

ラ
は
、
一
九
三
三
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
十
月
二
十
五
日
ま
で
中
国
に
国
民
政
府
顧
問
と
し
て
滞
在
し
、
フ
ラ
ン
ス
文
部
省
よ
り
引
き
受

け
た
、
中
国
の
立
法
並
び
に
司
法
制
度
の
研
究
を
行
い
、
ま
た
、
研
究
報
告
の
修
正
の
た
め
、
一
九
三
四
年
九
月
四
日
か
ら
十
一
月
十
三

日
ま
で
中
国
に
滞
在
し
た
（
谷
口
訳
『
エ
ス
カ
ラ
支
那
法
』（
前
掲
）「
原
著
者
の
序
文
」）。

二

叔
向
の
手
紙
と
孔
穎
達
の
疏

前
項
で
紹
介
し
た
エ
ス
カ
ラ
の
文
章
に
、
中
国
の
教
養
人
の
一
人
が
、
晋
の
叔
向
が
鄭
の
子
産
を
非
難
し
た
、『
春
秋
左
氏
伝
』
の

関
法
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「
何
の
必
要
が
あ
っ
て
法
典
を
作
る
の
で
す
か
云
々
」
と
い
う
一
節
を
エ
ス
カ
ラ
に
読
み
聞
か
せ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
節
は
、

『
左
伝
』
昭
公
六
年
三
月
条
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
、
鄭
人
が
刑
書
を
鋳
た
こ
と
を
非
難
す
る
、
叔
向
が
子
産
に
送
っ
た
手
紙
の
一
節
で
あ

る
。
こ
の
手
紙
の
全
文
の
和
訳
を
次
に
掲
げ
る
。
和
訳
に
当
た
っ
て
は
、
竹
内
照
夫
訳
『
春
秋
左
氏
伝
』（
平
凡
社
、
一
九
六
八
年
）
を

参
考
に
し
た
。『
春
秋
左
氏
伝
』
及
び
そ
の
注
疏
は
、
清
嘉
慶
二
十
年
重
刊
宋
本
『
左
伝
注
疏
』
の
影
印
本
（
中
文
出
版
社
）
を
見
た
。

【和
訳
】

こ
れ
ま
で
私
は
あ
な
た
を
模
範
と
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
、
や
め
ま
し
た
。
昔
、
先
王
（
帝
堯
・
帝
舜
・
夏
の
禹
王
・
殷
の
湯
王
・

周
の
文
王
・
武
王
を
指
す
。
佐
立
注
。）
は
、
事
件
が
起
こ
る
た
び
ご
と
に
適
切
な
判
断
を
下
し
て
解
決
し
、
あ
ら
か
じ
め
刑
法
を
制

定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
争
う
心
を
民
が
持
つ
こ
と
を
心
配
し
た
か
ら
で
す
。

そ
れ
で
も
な
お
、
民
の
争
い
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
民
が
適
切
で
正
し
い
行
動
を
し
、
礼
に
従
い
、
信
を

守
り
、
仁
心
を
養
う
よ
う
指
導
し
、
俸
禄
と
位
階
と
を
定
め
て
、
教
令
に
従
う
よ
う
勧
め
、
厳
し
く
刑
罰
を
科
し
て
、
よ
こ
し
ま
な
者

を
威
嚇
し
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
は
な
い
か
と
心
配
し
ま
し
た
の
で
、
民
に
忠
を
教
え
、
悪
い
事
を
す
れ
ば
悪
い
報
い
が

あ
る
と
恐
れ
さ
せ
、
そ
の
時
々
に
急
い
で
行
う
べ
き
務
め
を
教
示
し
、
穏
や
か
に
民
を
使
役
し
、
敬
意
と
強
い
力
と
を
持
っ
て
民
に
臨

み
、
私
情
を
は
さ
ま
ず
に
断
罪
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
聖
哲
な
る
王
公
、
明
察
な
る
大
臣
、
忠
信
な
る
長
官
、
慈
恵
な
る
教
師
を
求
め

ま
し
た
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
民
が
世
の
中
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
禍
乱
が
生
じ
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

民
が
刑
法
の
存
在
を
知
り
ま
す
と
、
為
政
者
を
恐
れ
な
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
民
は
皆
、
争
う
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
刑
書
を
拠

り
所
に
し
て
、
幸
運
を
求
め
て
勝
手
な
法
律
解
釈
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
民
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
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夏
王
朝
は
乱
政
が
あ
っ
て
、
禹
刑
を
作
り
ま
し
た
。
商
王
朝
は
乱
政
が
あ
っ
て
、
湯
刑
を
作
り
ま
し
た
。
周
王
朝
は
乱
政
が
あ
っ
て
、

九
刑
を
作
り
ま
し
た
。
こ
の
三
つ
の
刑
書
が
作
ら
れ
た
の
は
、
ど
れ
も
王
朝
が
衰
え
た
時
で
す
。
今
、
あ
な
た
は
鄭
国
の
宰
相
で
あ
り
、

農
地
を
整
理
し
、
国
人
の
謗
り
を
受
け
た
田
賦
の
法
を
作
り
、
夏
商
周
三
王
朝
の
刑
書
を
参
考
に
し
て
、
鄭
の
刑
書
を
作
っ
て
、
鼎
に

鋳
込
み
ま
し
た
。
民
を
安
ん
じ
よ
う
と
し
て
も
、
難
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

詩
に
「
よ
く
文
王
の
徳
を
模
範
と
し
て
、
日
々
四
方
を
安
ん
じ
る
。」（
原
文
。
儀
式
刑
文
王
之
徳
、
日
靖
四
方
。『
詩
経
』
周
頌
、

我
将
は
「
徳
」
を
「
典
」
に
作
る
。）
と
あ
り
、
ま
た
、「
よ
く
文
王
を
模
範
と
す
れ
ば
、
万
国
の
人
々
が
信
頼
し
ま
す
。」（
原
文
。
儀

刑
文
王
、
万
邦
作
孚
。『
詩
経
』
大
雅
、
文
王
。）
と
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
何
の
刑
書
が
必
要
で
し
ょ
う
か
。

民
が
争
端
を
知
り
ま
す
と
、
礼
を
棄
て
て
刑
書
を
拠
り
所
に
し
よ
う
と
し
ま
す
。
錐
や
刀
の
先
の
よ
う
な
小
事
で
さ
え
、
こ
と
ご
と

く
争
お
う
と
し
ま
す
。
常
識
は
ず
れ
の
訴
訟
が
多
発
し
、
賄
賂
が
は
び
こ
り
ま
す
。
あ
な
た
の
代
が
終
わ
っ
た
後
、
鄭
国
は
崩
壊
す
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
国
が
滅
び
よ
う
と
し
て
い
る
時
は
、
必
ず
法
律
の
数
が
多
い
、
と
私
は
聞
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
鄭
国

の
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

【原
文
】

始
吾
有
虞
於
子
。
今
則
已
矣
。
昔
先
王
議
事
以
制
、
不
為
刑
辟
。
懼
民
之
有
争
心
也
。
猶
不
可
禁
禦
。
是
故
、
閑
之
以
義
、
糾
之
以

政
、
行
之
以
礼
、
守
之
以
信
、
奉
之
以
仁
。
制
為
禄
位
、
以
勧
其
従
。
厳
断
刑
罰
、
以
威
其
淫
。
懼
其
未
也
、
故
誨
之
以
忠
、
聳
之
以

行
、
教
之
以
務
、
使
之
以
和
、
臨
之
以
敬
、
涖
之
以
彊
、
断
之
以
剛
。
猶
求
聖
哲
之
上
、
明
察
之
官
、
忠
信
之
長
、
慈
恵
之
師
。
民
於

是
乎
、
可
任
使
也
、
而
不
生
禍
乱
。
民
知
有
辟
、
則
不
忌
於
上
、
並
有
争
心
、
以
徴
於
書
、
而
徼
幸
以
成
之
。
弗
可
為
矣
。
夏
有
乱
政
、

而
作
禹
刑
。
商
有
乱
政
、
而
作
湯
刑
。
周
有
乱
政
、
而
作
九
刑
。
三
辟
之
興
、
皆
叔
世
也
。
今
吾
子
相
鄭
国
、
作
封
洫
、
立
謗
政
、
制
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参
辟
、
鋳
刑
書
。
将
以
靖
民
、
不
亦
難
乎
。
詩
曰
、
儀
式
刑
文
王
之
徳
、
日
靖
四
方
。
又
曰
、
儀
刑
文
王
、
万
邦
作
孚
。
如
是
、
何
辟

之
有
。
民
知
争
端
矣
、
将
棄
礼
而
徴
於
書
。
錐
刀
之
末
、
将
尽
争
之
。
乱
獄
滋
豊
、
賄
賂
並
行
。
終
子
之
世
、
鄭
其
敗
乎
。
肸
聞
之
、

国
将
亡
、
必
多
制
。
其
此
之
謂
乎
。

エ
ス
カ
ラ
の
文
章
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
、
中
国
の
教
養
人
が
エ
ス
カ
ラ
に
読
み
聞
か
せ
た
『
左
伝
』
の
一
節
は
、
右
に
掲
げ
た
叔
向
の

手
紙
の
「
何
の
刑
書
が
必
要
で
し
ょ
う
か
。
民
が
争
端
を
知
り
ま
す
と
、
礼
を
棄
て
て
刑
書
を
拠
り
所
に
し
よ
う
と
し
ま
す
。
錐
や
刀
の

先
の
よ
う
な
小
事
で
さ
え
、
こ
と
ご
と
く
争
お
う
と
し
ま
す
。
常
識
は
ず
れ
の
訴
訟
が
多
発
し
、
賄
賂
が
は
び
こ
り
ま
す
。」（
訓
読
。
何

の
辟
か
之
れ
有
ら
ん
。
民
、
争
端
を
知
ら
ば
、
将
に
礼
を
棄
て
て
書
に
徴
せ
ん
と
す
。
錐
刀
の
末
、
将
に
尽
く
之
れ
を
争
わ
ん
と
す
。
乱

獄
、
滋ま

す
ます

豊お
お

く
、
賄
賂
、
並
び
に
行
わ
れ
ん
。）
と
い
う
文
で
あ
る
。

ま
た
、
エ
ス
カ
ラ
の
文
章
の
中
で
、
中
国
の
地
方
裁
判
所
が
、
成
文
法
を
厳
格
に
適
用
す
る
代
わ
り
に
、
儒
教
の
基
準
に
従
っ
て
判
決

を
下
す
の
は
、
訴
訟
当
事
者
の
一
方
は
損
失
に
耐
え
ら
れ
る
が
、
他
方
は
そ
れ
が
で
き
な
い
と
き
に
、
仁
義
が
、
よ
り
小
さ
い
損
害
を
被

る
で
あ
ろ
う
者
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
命
じ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
論
理
を
エ
ス
カ
ラ
が
中
国
で
、
高
い
教
養
を
持
つ
人
た
ち
か
ら
何
度

も
聞
い
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
叔
向
の
手
紙
に
「
昔
、
先
王
は
、
事
件
が
起
こ
る
た
び
ご
と
に
適
切
な
判
断
を
下
し
て
解
決
し
、
あ

ら
か
じ
め
刑
法
を
制
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。」（
訓
読
。
昔
、
先
王
は
事
を
議
り
て
以
て
制
し
、
刑
辟
を
為つ

く

ら
ず
。）
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
、

地
方
裁
判
官
自
身
を
含
む
、
中
国
の
教
養
人
が
、
裁
判
官
は
「
成
文
法
を
厳
格
に
適
用
す
る
代
わ
り
に
、
儒
教
の
基
準
に
従
っ
て
」
判
決

を
下
す
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
た
根
拠
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
ら
か
じ
め
刑
法
を
制
定
し
、
民
に
公
開
す
る
と
、
民
が
そ
れ
を
拠
り
所
に
し
て
争
う
心
を
持
っ
て
し
ま
う
の
で
、
刑
法
を

旧
中
国
の
罪
刑
法
定
主
義
の
非
国
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制
定
せ
ず
、
事
件
が
起
こ
る
た
び
ご
と
に
適
切
な
判
断
を
下
し
て
解
決
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
叔
向
の
手
紙
の
思
想
は
、「
終
子
之

世
、
鄭
其
敗
乎
。」
の
文
に
附
さ
れ
た
唐
の
孔
穎
達
の
疏
に
よ
っ
て
、「
古
は
今
に
施
す
可
か
ら
ず
。」
と
い
う
理
由
で
否
定
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
孔
穎
達
の
疏
の
和
訳
を
次
に
掲
げ
る
。
原
文
は
前
稿
「
一
日
も
律
無
か
る
可
か
ら
ず
」（
本
誌
第
六
十
五
巻
第
五
号
掲
載
）

に
掲
げ
た
。

【和
訳
】

子
産
が
刑
書
を
鋳
て
、
叔
向
が
こ
れ
を
非
難
し
ま
し
た
。
晋
の
趙
鞅
が
刑
鼎
を
鋳
て
、
孔
子
が
こ
れ
を
非
難
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

『
左
伝
』
の
文
章
に
従
う
な
ら
ば
、
刑
の
軽
重
は
、
人
民
に
知
ら
せ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
魏
の
李
悝
は

『
法
経
六
篇
』
を
作
り
、
漢
の
蕭
何
は
『
九
章
律
』
を
造
り
、
天
下
に
頒
か
ち
、
人
民
に
公
開
し
ま
し
た
。
秦
漢
以
来
、
こ
の
方
法
を

変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
今
の
目
で
見
ま
す
と
、
一
日
た
り
と
も
、「
律
」
が
存
在
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
あ
る

い
は
官
吏
の
能
力
が
昔
に
比
べ
て
劣
り
、
人
民
が
昔
に
比
べ
て
悪
賢
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
聖
人
が
考
案
し
た
行
政
手
法
は
後

世
に
は
通
用
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
古
今
の
行
政
は
何
が
異
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
は
わ
け
が
あ
る
の
で
す
。

昔
は
土
地
を
分
け
て
国
を
建
て
、
都
市
を
作
り
戸
を
立
て
ま
し
た
。
諸
侯
は
代
々
、
封
国
を
受
け
継
ぎ
、
大
夫
も
ま
た
子
孫
が
地
位

を
受
け
継
ぎ
ま
し
た
。
彼
ら
は
皆
、
国
は
自
分
の
土
地
で
あ
り
、
民
は
自
分
の
民
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
人
民
を
大

切
に
す
る
気
持
ち
が
自
然
に
生
ま
れ
、
人
民
を
残
酷
に
扱
う
気
持
ち
は
生
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
判
断
の
手
が
か
り
と
し
て

の
法
を
設
け
て
お
く
だ
け
で
、
刑
罰
は
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
か
ず
、
事
件
が
起
こ
る
た
び
ご
と
に
罪
の
軽
重
を
審
議
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
す
。
刑
法
を
あ
ら
か
じ
め
人
民
に
公
開
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
民
に
常
に
恐
怖
感
を
抱
か
せ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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で
す
か
ら
、
孔
子
や
叔
向
が
、
子
産
と
趙
鞅
と
が
刑
書
を
鋳
た
こ
と
を
非
難
し
た
わ
け
で
す
。

秦
漢
以
来
、
天
下
が
一
つ
に
な
り
ま
し
た
。
地
方
官
は
任
期
が
終
わ
る
と
交
代
し
、
管
轄
す
る
人
民
は
も
は
や
自
分
の
所
有
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
人
民
に
対
す
る
処
分
が
生
ぬ
る
け
れ
ば
、
勤
務
評
価
で
悪
い
点
を
つ
け
ら
れ
、
処
分
が
厳
し
け
れ
ば
、
合
格
点
を
つ
け
て

も
ら
え
ま
す
。
そ
の
上
、
管
轄
区
域
が
広
大
で
、
人
口
が
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
て
お
り
、
大
郡
は
境
界
が
四
方
千
里
余
り
で
、
上
県
は

戸
数
が
万
単
位
で
す
。
わ
が
ま
ま
な
有
力
者
が
都
市
を
横
行
し
、
凶
暴
で
欲
深
い
者
が
村
里
で
威
張
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
漢
代
で

は
、
酷
吏
が
専
ら
刑
罰
に
頼
り
ま
し
た
。
あ
る
者
は
、
感
情
に
ま
か
せ
て
、
死
刑
を
好
み
、
不
屈
の
権
威
を
打
ち
立
て
ま
し
た
。
衆
情

に
背
き
、
自
己
の
偏
見
に
従
っ
て
、
他
人
が
予
測
し
難
い
狡
知
を
発
揮
し
ま
し
た
。
積
み
重
な
っ
た
骸
骨
が
落
と
し
穴
を
満
た
し
、
流

れ
た
血
が
野
原
を
赤
く
染
め
る
、
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
に
至
り
ま
し
た
。
酷
吏
の
一
人
、
郅
都
は
「
蒼
鷹
」
と
い
う
あ
だ
名
を
つ
け

ら
れ
、
厳
延
年
は
「
屠
伯
」
と
い
う
あ
だ
名
を
も
ら
い
ま
し
た
。
酷
吏
が
誅
殺
し
た
り
釈
放
し
た
り
す
る
の
に
ま
か
せ
て
い
て
は
、
酷

吏
は
必
ず
自
分
の
喜
怒
愛
憎
の
感
情
に
従
っ
て
常
識
を
改
変
す
る
で
し
ょ
う
。
法
律
を
制
定
し
て
、
こ
れ
を
整
理
し
て
、
人
民
に
公
開

し
て
施
行
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

犯
し
た
行
為
が
条
文
に
該
当
す
れ
ば
、
律
に
拠
っ
て
判
決
を
下
し
ま
す
。
罪
が
疑
わ
し
く
判
断
に
迷
う
と
き
は
、
上
級
官
府
に
判
断

を
委
ね
ま
す
。
で
す
か
ら
人
民
は
、
裁
判
が
公
正
で
あ
る
か
ど
う
か
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
天
下
が
治
ま
り
ま
す
。
聖
人
が
考
案

し
た
行
政
手
法
が
良
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
昔
の
行
政
手
法
は
現
代
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
（
原
文
。
古
不
可

施
於
今
。）。
現
代
の
人
が
考
案
し
た
行
政
手
法
が
聖
人
な
み
と
言
え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
代
に
は
十
分
に
役
に
立
つ
、
と
い

う
だ
け
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
民
を
観
察
し
て
教
え
方
を
考
え
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
適
切
な
対
処
の
仕
方
を
考
え
る
。」
と
は
、

こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
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こ
こ
に
「
酷
吏
が
誅
殺
し
た
り
釈
放
し
た
り
す
る
の
に
ま
か
せ
て
い
て
は
、
酷
吏
は
必
ず
自
分
の
喜
怒
愛
憎
の
感
情
に
従
っ
て
常
識
を

改
変
す
る
で
し
ょ
う
。
法
律
を
制
定
し
て
、
こ
れ
を
整
理
し
て
、
人
民
に
公
開
し
て
施
行
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
犯
し
た
行
為
が
条
文
に

該
当
す
れ
ば
、
律
に
拠
っ
て
判
決
を
下
し
ま
す
。（
中
略
）
で
す
か
ら
人
民
は
、
裁
判
が
公
正
で
あ
る
か
ど
う
か
を
見
分
け
る
こ
と
が
で

き
、
天
下
が
治
ま
り
ま
す
。」（
原
文
。
任
其
縦
舎
、
必
将
喜
怒
変
常
、
愛
憎
改
意
。
不
得
不
作
法
以
斉
之
、
宣
衆
以
令
之
。
所
犯
当
条
、

則
断
之
以
律
。（
中
略
）
故
得
万
民
以
察
、
天
下
以
治
。）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
叔
向
の
手
紙
の
「
事
件
が
起
こ
る

た
び
ご
と
に
適
切
な
判
断
を
下
し
て
解
決
し
、
あ
ら
か
じ
め
刑
法
を
制
定
し
な
い
。」
と
い
う
裁
判
の
理
想
が
否
定
さ
れ
、
あ
ら
か
じ
め

刑
法
を
制
定
し
て
人
民
に
公
開
し
、
人
民
が
官
吏
の
横
暴
か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
罪
刑
法
定
主
義
の
思
想

が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

エ
ス
カ
ラ
の
文
章
に
「
貸
主
は
、
貸
し
た
お
金
を
返
し
て
も
ら
え
な
い
と
、
そ
の
た
め
に
損
害
を
被
り
ま
す
。
し
か
し
、
借
り
手
は
、

極
貧
の
状
態
に
あ
っ
て
、
貸
主
よ
り
も
哀
れ
む
べ
き
な
の
で
す
。
一
方
は
損
失
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
他
方
は
そ
れ
が
で
き
ま

せ
ん
。
こ
の
二
人
の
間
で
、
仁
義
は
、
よ
り
小
さ
い
損
害
を
被
る
で
あ
ろ
う
者
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
命
じ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
論
理

を
、
私
は
中
国
で
、
高
い
教
養
を
持
つ
、
全
く
誠
実
な
人
た
ち
か
ら
何
度
も
聞
き
ま
し
た
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
借
り
手
が
、
借

金
を
返
さ
な
い
罪
に
伴
う
刑
罰
を
免
除
さ
れ
る
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
、
借
金
の
返
済
ま
で
も
免
除
さ
れ
る
の
は
、
貸
主
に
と
っ
て
は
裁
判

官
の
横
暴
で
あ
る
。
裁
判
官
が
ど
う
し
て
も
借
金
の
返
済
を
免
除
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
代
わ
り
に
借
金
と
同
じ
額
の
金
を
、
官
庫

か
ら
か
自
分
の
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
か
ら
か
、
貸
主
に
補
償
す
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
エ
ス
カ
ラ
の
文
章
に
「
彼
ら
（
中
国
の
教
養
人
。
佐
立
注
。）
は
、
西
洋
か
ら
借
り
た
概
念
や
制
度
を
中
国
に
導
入
す
る
こ
と

が
、
訴
訟
を
過
度
に
増
や
す
結
果
を
も
た
ら
し
た
、
と
指
摘
し
ま
し
た
。
昔
で
あ
れ
ば
、
家
族
や
宗
族
、
商
人
の
同
業
組
合
等
、
こ
の
国
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の
社
会
基
盤
を
形
成
す
る
諸
団
体
の
内
部
で
、
調
停
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
は
ず
の
非
常
に
多
数
の
訴
訟
が
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
結

果
を
も
た
ら
し
た
、
と
言
う
の
で
す
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
前
に
掲
げ
た
孔
穎
達
の
疏
が
説
く
よ
う
に
、
中
国
で
は
、
春
秋
時
代

の
鄭
及
び
晋
の
刑
鼎
、
戦
国
時
代
の
魏
の
『
法
経
六
篇
』
か
ら
始
ま
っ
て
、
秦
漢
以
来
、
刑
法
典
が
編
纂
さ
れ
、
人
民
に
公
開
さ
れ
て
い

た
か
ら
、
叔
向
が
心
配
し
た
通
り
、
昔
か
ら
訴
訟
が
盛
ん
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、「
西
洋
か
ら
借
り
た
概
念
や
制
度
を
中
国
に
導
入
す

る
こ
と
が
、
訴
訟
を
過
度
に
増
や
す
結
果
を
も
た
ら
し
た
」
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
中
村
茂
夫
「
伝
統
中
国
法
＝
雛
型
説
に
対

す
る
一
試
論
」（『
法
政
理
論
』
第
十
二
巻
第
一
号
掲
載
、
新
潟
大
学
、
一
九
七
九
年
）
が
、
清
代
中
国
に
お
い
て
、「
民
間
の
集
団
が
細

事
を
そ
の
手
で
処
理
し
よ
う
と
努
め
た
こ
と
と
、
国
家
の
姿
勢
が
訴
訟
を
極
力
抑
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
事
実
と
は
、
否
定
す
べ

く
も
な
い
。（
中
略
）
し
か
し
、
反
面
で
は
、
か
か
る
民
間
処
理
の
方
針
に
も
拘
ら
ず
、
民
衆
が
あ
く
ま
で
訴
訟
を
起
し
た
こ
と
を
示
す

事
実
が
広
く
見
ら
れ
る
」（
一
六
二
頁
）
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
国
で
は
、
西
洋
の
制
度
が
導
入
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
人
民
は
、「
社
会

基
盤
を
形
成
す
る
諸
団
体
」
に
属
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
を
裁
判
所
に
持
ち
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

一
体
、
エ
ス
カ
ラ
が
知
り
合
っ
た
中
国
の
教
養
人
た
ち
は
、『
左
伝
』
昭
公
六
年
条
の
叔
向
の
手
紙
は
読
ん
で
も
、
そ
の
文
に
附
さ
れ

た
孔
穎
達
の
疏
は
読
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
に
掲
げ
た
そ
の
疏
の
文
章
は
、『
五
経
正
義
』
の
一
つ
、『
春
秋
正
義
』
の
一
節
で

あ
る
。『
五
経
正
義
』
は
、
唐
の
永
徽
四
年
（
六
五
三
）
に
明
経
科
の
試
験
の
唯
一
の
採
点
基
準
と
定
め
ら
れ
た
か
ら
、
こ
の
時
に
、
孔

穎
達
の
疏
が
表
明
す
る
罪
刑
法
定
主
義
の
思
想
が
唐
朝
の
国
教
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
前
稿
「
一
日
も
律
無
か
る
可
か
ら
ず
」（
前
掲
）

第
三
節
）。
一
方
、
叔
向
の
手
紙
が
語
る
裁
判
の
理
想
は
、
こ
の
時
に
、
唐
朝
国
家
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
エ

ス
カ
ラ
が
知
り
合
っ
た
、
中
華
民
国
初
期
の
中
国
の
教
養
人
が
、
叔
向
の
手
紙
の
文
に
附
さ
れ
た
孔
穎
達
の
疏
を
読
ま
な
か
っ
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
疏
を
含
む
『
春
秋
正
義
』
は
、
唐
朝
以
後
の
国
家
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
の
で

旧
中
国
の
罪
刑
法
定
主
義
の
非
国
教
化
に
つ
い
て
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あ
ろ
う
か
。
唐
朝
以
後
も
、
科
挙
の
試
験
の
採
点
基
準
で
あ
り
続
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

科
挙
の
試
験
と
『
春
秋
正
義
』

ア

宋
朝
の
科
挙
の
試
験
と
『
春
秋
正
義
』

『五
経
正
義
』
と
は
、『
易
経
』
の
経
文
及
び
魏
の
王
弼
・
晋
の
韓
康
伯
の
注
に
唐
の
孔
穎
達
が
附
け
た
疏
で
あ
る
『
周
易
正
義
』、『
書

経
』
の
経
文
及
び
漢
の
孔
安
国
の
伝
（
偽
作
）
に
孔
穎
達
が
附
け
た
疏
で
あ
る
『
尚
書
正
義
』、『
詩
経
』
の
経
文
及
び
漢
の
毛
亨
の
伝
・

鄭
玄
の
箋
に
孔
穎
達
が
附
け
た
疏
で
あ
る
『
毛
詩
正
義
』、『
礼
記
』
の
経
文
及
び
漢
の
鄭
玄
の
注
に
孔
穎
達
が
附
け
た
疏
で
あ
る
『
礼
記

正
義
』、『
春
秋
左
氏
伝
』
の
経
伝
文
及
び
晋
の
杜
預
の
注
に
孔
穎
達
が
附
け
た
疏
で
あ
る
『
春
秋
正
義
』
の
総
称
で
あ
る
。

『五
経
正
義
』
は
、
北
宋
の
太
宗
の
詔
を
奉
じ
て
、
端
拱
・
淳
化
年
間
（
九
八
八
～
九
九
四
）
に
、
国
子
監
が
初
め
て
印
刷
頒
行
し
た

（
内
藤
湖
南
「
影
印
秘
府
尊
蔵
宋
槧
単
本
尚
書
正
義
解
題
」『
全
集
』
第
七
巻
所
収
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
。
二
〇
三
頁
。
野
間
文
史

『
五
経
正
義
の
研
究
』
研
文
出
版
、
一
九
九
八
年
。
三
八
九
頁
）。
そ
の
う
ち
『
春
秋
正
義
』
が
刊
刻
さ
れ
た
の
は
淳
化
元
年
（
九
九
〇
）

十
月
で
あ
る
（『
続
修
四
庫
全
書
』
所
収
、
宋
慶
元
六
年
紹
興
府
刻
宋
元
遞
修
本
『
春
秋
左
伝
正
義
』
奥
付
）。『
春
秋
正
義
』
は
景
徳
二

年
（
一
〇
〇
五
）
六
月
に
も
、
真
宗
の
勅
命
に
よ
り
印
刷
頒
行
さ
れ
た
（『
十
三
経
注
疏
』
六
『
左
伝
』（
中
文
出
版
社
）
所
収
『
重
刊
宋

本
左
伝
注
疏
附
校
勘
記
』
三
六
九
一
頁
）。
同
年
五
月
に
真
宗
が
国
子
監
を
訪
れ
て
書
庫
を
見
学
し
た
際
に
、
書
板
は
ど
れ
ぐ
ら
い
あ
る

か
と
祭
酒
の
邢
昺
に
質
問
す
る
と
、
邢
昺
は
、「
国
初
は
四
千
枚
に
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
は
十
数
万
枚
あ
り
、
経
・
史
・
正
義
が

全
て
備
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
私
が
若
い
時
に
儒
学
を
教
え
て
い
た
頃
は
、
見
た
と
こ
ろ
、
経
疏
を
持
っ
て
い
る
学
生
は
百
人
に
一
人
二
人

も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
写
本
が
少
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
今
は
書
板
が
大
い
に
備
わ
っ
て
、
士
庶
の
家
は
皆
、
経
疏
を
持
っ
て
い
ま
す
。」
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と
答
え
た
（『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
六
十
）。

宋
朝
の
科
挙
（
武
科
挙
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
に
は
、
は
じ
め
、
進
士
・
九
経
・
五
経
・
開
元
礼
・
三
史
・
三
礼
・
三
伝
・
学
究
・

明
経
・
明
法
等
の
科
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
進
士
科
の
試
験
で
は
、『
春
秋
』（『
春
秋
左
氏
伝
』
を
意
味
す
る
。）
も
し
く
は
『
礼
記
』
の

墨
義
（
経
文
に
関
す
る
知
識
を
尋
ね
る
問
題
）
十
条
が
出
題
さ
れ
た
（『
宋
史
』
巻
一
五
五
、
選
挙
志
）。
九
経
科
の
「
九
経
」
に
は
『
春

秋
左
氏
伝
』
が
含
ま
れ
る
。

三
伝
科
の
「
三
伝
」
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』『
公
羊
伝
』『
穀
梁
伝
』
で
あ
る
。『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
六
十
、
景
徳
二
年
（
一
〇
〇
五

年
）
七
月
丙
子
条
に
、「
翰
林
学
士
晁
迥
等
、
上
議
す
ら
く
、（
中
略
）
三
礼
・
三
伝
は
習
う
と
こ
ろ
浩
大
に
し
て
、
精
熟
す
る
こ
と
尤
も

難
し
。
経
注
四
道
・
義マ

疏マ

六
道
（「
義
疏
」
は
「
疏
義
」
の
誤
り
。
佐
立
注
。『
宋
会
要
輯
稿
』
選
挙
十
二
之
二
十
八
、
景
徳
二
年
十
二
月

五
日
詔
で
は
「
経
注
六
道
・
疏
義
四
道
」
と
な
っ
て
い
る
。）
を
問
い
、
疏
の
、
三
以
上
に
通
ず
る
を
以
て
合
格
と
為
さ
ん
こ
と
を
請
う
。

（
後
略
）
と
。
之
れ
に
従
う
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
金
中
樞
『
宋
代
的
学
術
和
制
度
研
究
（
二
）
北
宋
科
挙
制
度
研
究
』（
稲
郷
出
版
社
、

中
華
民
国
九
十
八
年
。
六
頁
）。
こ
の
景
徳
二
年
七
月
は
、『
春
秋
正
義
』
が
真
宗
の
勅
命
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
景
徳
二
年
六
月
の
翌
月
で

あ
る
。
こ
の
時
点
で
、『
春
秋
正
義
』
は
、
三
伝
科
の
試
験
問
題
の
出
典
と
し
て
用
い
ら
れ
る
定
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

『長
編
』
巻
五
十
九
、
景
徳
二
年
三
月
甲
寅
条
に
、『
論
語
』
衛
霊
公
の
「
仁
に
当
た
り
て
は
師
に
譲
ら
ず
。」
の
「
師
」
を
、『
論
語
』

の
注
疏
が
教
師
の
意
味
に
理
解
す
る
の
に
従
わ
ず
に
、
衆
を
意
味
す
る
と
し
た
答
案
を
、「
注
疏
を
捨
て
て
異
論
を
立
つ
る
は
輒
ち
許
す

可
か
ら
ず
。」
と
い
う
理
由
で
不
合
格
に
し
た
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
朝
論
は
お
お
む
ね
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。

｢注
疏
」
と
は
、『
五
経
正
義
』
及
び
『
五
経
正
義
』
が
附
さ
れ
た
注
の
他
、『
周
礼
』
の
漢
の
鄭
玄
の
注
、
唐
の
賈
公
彦
の
疏
、『
儀

礼
』
の
鄭
玄
の
注
、
賈
公
彦
の
疏
、『
春
秋
公
羊
伝
』
の
漢
の
何
休
の
学
、
唐
の
徐
彦
の
疏
、『
春
秋
穀
梁
伝
』
の
晋
の
范
甯
の
集
解
、
唐

旧
中
国
の
罪
刑
法
定
主
義
の
非
国
教
化
に
つ
い
て
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の
楊
士
勛
の
疏
、『
孝
経
』
の
唐
の
玄
宗
皇
帝
の
注
、
宋
の
邢
昺
の
疏
、『
論
語
』
の
魏
の
何
晏
の
集
解
、
邢
昺
の
疏
、『
爾
雅
』
の
晋
の

郭
璞
の
注
、
邢
昺
の
疏
を
指
す
。
後
に
『
孟
子
』
の
漢
の
趙
岐
の
注
、
宋
の
孫
奭
の
疏
が
加
わ
っ
た
。
景
徳
二
年
当
時
、『
春
秋
正
義
』

を
含
む
経
書
の
注
疏
は
、
科
挙
の
試
験
答
案
の
経
文
解
釈
に
対
す
る
唯
一
の
採
点
基
準
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

仁
宗
の
慶
暦
四
年
（
一
〇
四
四
）
三
月
に
「
貢
挙
条
制
」
が
頒
下
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
、
経
書
の
「
大
義
」
を
問
う
試
験
で
は
、「
直た

だ

ち
に
聖
賢
の
意
義
を
取
り
て
解
釈
対
答
し
、
或
い
は
諸
書
を
以
て
引
証
す
。
注
疏
を
具そ

な

う
る
を
須も

ち

い
ず
。」
と
定
め
ら
れ
た
（『
宋
会
要
輯

稿
』
選
挙
三
之
二
十
八
）。
経
書
の
注
疏
が
答
案
の
経
文
解
釈
に
対
す
る
唯
一
の
採
点
基
準
で
は
な
い
試
験
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
貢
挙
条
制
」
は
翌
五
年
三
月
に
廃
止
さ
れ
、
科
挙
の
試
験
は
旧
制
に
戻
さ
れ
た
（
同
上
三
之
三
十
）。

仁
宗
の
皇
祐
五
年
（
一
〇
五
三
）
閏
七
月
に
詔
が
下
さ
れ
、「
今
よ
り
諸
科
の
挙
人
は
終
場
に
て
大
義
十
道
を
問
う
。（
中
略
）
能
く
本

経
の
注
疏
を
以
て
対こ

た

え
、
し
か
も
加
う
る
に
文
辞
を
以
て
之
れ
を
潤
色
発
明
す
る
者
は
上
と
為
す
。（
中
略
）
九
経
は
止
だ
大
義
を
問
う

の
み
。
注
疏
の
全
く
備
わ
る
を
須ま

た
ず
。」
と
定
め
ら
れ
た
（『
長
編
』
巻
一
七
五
。『
宋
会
要
輯
稿
』
選
挙
十
二
之
三
十
、
皇
祐
五
年
閏

七
月
二
十
日
詔
は
「
九
経
」
の
下
に
「
五
経
」
二
字
が
あ
る
。
前
掲
金
中
樞
著
書
、
六
頁
）。
九
経
科
（
あ
る
い
は
九
経
科
及
び
五
経
科
）

の
礼
部
省
試
の
終
場
で
出
さ
れ
る
経
書
の
大
義
の
問
題
に
対
し
て
は
、
経
文
解
釈
の
根
拠
と
し
て
経
書
の
注
疏
を
答
案
に
完
全
に
示
さ
な

く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

神
宗
の
熙
寧
四
年
（
一
〇
七
一
）
二
月
、
九
経
科
以
下
の
諸
科
を
廃
止
し
、
進
士
科
の
受
験
生
に
は
、『
詩
』『
書
』『
易
』『
周
礼
』

『
礼
記
』
の
中
か
ら
一
経
を
選
ん
で
修
め
さ
せ
、
兼
ね
て
『
論
語
』『
孟
子
』
を
修
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
試
験
で
は
経
文

の
「
大
義
」
を
問
い
、
解
答
は
経
文
の
意
味
が
わ
か
っ
て
い
れ
ば
よ
く
、
経
文
解
釈
の
根
拠
と
す
る
注
疏
を
答
案
に
尽
く
引
用
し
な
く
て

も
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
（『
長
編
』
巻
二
二
〇
）。『
春
秋
左
氏
伝
』
を
出
題
経
書
か
ら
は
ず
し
た
の
は
、
王
安
石
の
考
え
に
拠
っ
た
と
い
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う
（『
文
献
通
考
』
巻
三
十
二
、
選
挙
考
五
）。『
春
秋
左
氏
伝
』
が
出
題
経
書
か
ら
は
ず
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
時
、
当
然
、『
春
秋
正
義
』

は
進
士
科
の
試
験
の
採
点
基
準
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
三
伝
・
明
経
科
の
試
験
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
に

限
り
、
今
後
も
三
伝
・
明
経
科
を
受
験
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
（『
宋
会
要
輯
稿
』
選
挙
十
二
之
三
十
一
、
熙
寧
四
年
八
月
八
日
条
、

『
宋
史
』
巻
十
五
、
神
宗
本
紀
、
同
年
八
月
庚
申
条
）、『
春
秋
左
氏
伝
』
は
三
伝
・
明
経
科
で
は
出
題
経
書
で
あ
り
続
け
た
。

熙
寧
八
年
（
一
〇
七
五
）
六
月
、
王
安
石
の
『
詩
・
書
・
周
礼
義
』
を
国
子
監
に
送
っ
て
印
刷
頒
行
さ
せ
（『
長
編
』
巻
二
六
五
、
同

月
己
酉
条
、『
宋
史
』
巻
十
五
、
同
日
条
）、
同
年
七
月
、
宗
室
、
太
学
、
及
び
諸
州
府
学
に
賜
わ
り
（『
長
編
』
巻
二
六
六
、
同
月
癸
酉

条
）、
杭
州
・
成
都
府
路
転
運
司
に
付
し
て
印
刷
販
売
さ
せ
た
（
同
上
、
同
月
辛
巳
条
）。
王
安
石
の
『
詩
・
書
・
周
礼
義
』
は
、『
三
経

新
義
』
と
呼
ば
れ
（『
文
献
通
考
』
巻
三
十
一
、
選
挙
考
四
、
熙
寧
八
年
条
）、
経
書
を
学
ぶ
者
は
こ
れ
を
伝
習
し
な
い
者
は
無
く
、
科
挙

の
試
験
官
は
こ
れ
を
純
用
し
て
合
格
者
を
採
り
、
先
儒
が
経
書
に
附
け
た
伝
注
は
一
切
、
廃
し
て
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
（『
宋

史
』
巻
三
二
七
、
王
安
石
伝
）。
し
か
し
、『
三
経
新
義
』
を
科
挙
の
試
験
の
採
点
基
準
に
す
る
と
定
め
た
、
神
宗
在
位
中
の
詔
そ
の
他
の

法
律
は
見
当
た
ら
な
い
。
科
挙
の
試
験
官
が
こ
れ
を
純
用
し
て
合
格
者
を
採
っ
た
の
は
、
神
宗
と
王
安
石
と
に
迎
合
し
た
だ
け
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。

哲
宗
の
元
祐
元
年
（
一
〇
八
六
）
四
月
、「
進
士
の
経
義
は
並
び
に
兼
ね
て
注
疏
及
び
諸
家
の
説
、
或
い
は
己
の
見
を
用
い
る
。」
と
い

う
詔
が
下
さ
れ
た
（『
宋
会
要
輯
稿
』
選
挙
三
之
四
十
九
）。
こ
の
詔
に
よ
り
、
進
士
科
の
試
験
で
経
文
を
解
釈
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
、

経
書
の
注
疏
が
、
諸
注
釈
家
の
私
説
や
受
験
者
自
身
の
意
見
と
等
し
い
地
位
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
経
書
の
注

疏
は
、
こ
の
時
点
で
、
科
挙
の
試
験
答
案
の
経
文
解
釈
に
対
す
る
唯
一
の
採
点
基
準
と
い
う
地
位
を
失
っ
た
こ
と
に
な
る
。
元
祐
元
年
四

月
に
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
は
ま
だ
進
士
科
の
出
題
経
書
か
ら
は
ず
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
同
年
八
月
に
『
春
秋
』（
こ
の
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『
春
秋
』
は
『
春
秋
』
正
経
を
意
味
す
る
ら
し
い
。）
が
進
士
科
の
出
題
経
書
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
（
同
上
、
選
挙
三
之
五
十
・
五
十

一
）、『
春
秋
正
義
』
は
、
こ
の
時
に
、
進
士
科
の
試
験
答
案
の
経
文
解
釈
に
対
す
る
、
唯
一
で
は
な
い
が
、
採
点
基
準
の
地
位
を
回
復
し

た
。
元
祐
二
年
（
一
〇
八
七
）
正
月
に
も
「
今
よ
り
挙
人
の
程
試
は
並
び
に
古
今
諸
儒
の
説
、
或
い
は
己
の
見
を
用
い
る
を
許
す
。」
と

い
う
詔
が
下
さ
れ
た
（
同
上
、
選
挙
三
之
五
十
）。

元
祐
四
年
（
一
〇
八
九
）
四
月
、
経
義
進
士
と
詩
賦
進
士
と
の
両
科
を
立
て
、
詩
賦
進
士
科
の
受
験
生
に
は
、『
易
』『
詩
』『
書
』『
周

礼
』『
礼
記
』『
春
秋
左
氏
伝
』
の
中
か
ら
一
経
を
選
ん
で
修
め
さ
せ
、
経
義
進
士
科
の
受
験
生
に
は
、『
詩
』『
礼
記
』『
周
礼
』『
春
秋
左

氏
伝
』
を
大
経
と
し
、『
書
』『
易
』『
春
秋
公
羊
伝
』『
春
秋
穀
梁
伝
』『
儀
礼
』
を
中
経
と
し
て
、
一
大
経
一
中
経
か
二
大
経
か
の
二
経

を
修
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
同
上
、
選
挙
三
之
五
十
か
ら
五
十
一
、『
宋
史
』
巻
一
五
五
、『
長
編
』
巻
四
二
五
、
同
年
同
月
戊
午

条
）。
同
年
五
月
、
礼
部
の
意
見
に
従
っ
て
、
科
挙
の
試
験
の
答
案
は
、
た
だ
旧
来
の
注
疏
の
み
を
用
い
て
採
点
す
る
こ
と
に
な
っ
た

（『
宋
会
要
輯
稿
』
選
挙
三
之
五
十
一
。
原
文
。
五
月
十
九
日
、
礼
部
言
、（
中
略
）
今
、
考
校
辞
賦
程
文
、
乞
只
用
旧
来
注
疏
及
音
義
。

（
中
略
）
従
之
。）。
よ
っ
て
、
こ
の
時
、『
春
秋
正
義
』
を
含
む
『
五
経
正
義
』
は
、
科
挙
の
試
験
答
案
の
経
文
解
釈
に
対
す
る
唯
一
の
採

点
基
準
と
い
う
地
位
を
取
り
戻
し
た
の
で
あ
る
。

哲
宗
の
紹
聖
元
年
（
一
〇
九
四
）
五
月
、
詩
賦
進
士
科
が
廃
止
さ
れ
た
（
同
上
、
選
挙
三
之
五
十
五
）。
同
年
七
月
、
詔
が
下
さ
れ
、

『
春
秋
』
の
試
験
は
、
三
伝
の
文
の
う
ち
、『
春
秋
』
正
経
の
文
を
解
釈
し
て
い
る
箇
所
だ
け
か
ら
出
題
す
る
、
と
定
め
ら
れ
た
（
同
上
）。

『
左
伝
』
昭
公
六
年
条
の
叔
向
が
子
産
に
送
っ
た
手
紙
の
文
章
は
、『
春
秋
』
正
経
の
文
を
解
釈
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
叔
向
の

手
紙
の
文
章
は
、
科
挙
の
試
験
の
出
題
範
囲
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、『
春
秋
正
義
』
が
科
挙
の
試
験
答
案
の
経
文
解

釈
に
対
す
る
唯
一
の
採
点
基
準
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
け
れ
ど
も
、
叔
向
の
手
紙
の
文
章
に
附
さ
れ
た
、
罪
刑
法
定
主
義
を
表
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明
す
る
孔
穎
達
の
疏
は
、
受
験
勉
強
の
た
め
に
読
む
必
要
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
紹
聖
四
年
（
一
〇
九
七
）
二

月
に
『
春
秋
』
の
試
験
が
廃
止
さ
れ
た
が
（
同
上
、
選
挙
三
之
五
十
七
）、
徽
宗
即
位
後
の
元
符
三
年
（
一
一
〇
〇
）
十
一
月
に
復
置
さ

れ
た
（
同
上
、
選
挙
三
之
五
十
八
・
四
之
一
）。

徽
宗
の
建
中
靖
国
元
年
（
一
一
〇
一
）
三
月
、『
春
秋
』
の
試
験
は
、
三
伝
の
文
の
う
ち
、『
春
秋
』
正
経
の
文
を
解
釈
し
て
い
る
箇
所

だ
け
か
ら
出
題
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
同
上
、
選
挙
四
之
一
か
ら
二
）。
崇
寧
元
年
（
一
一
〇
二
）
七
月
、『
春
秋
』
が
進
士
科
の
出
題
経

書
か
ら
外
さ
れ
た
（
同
上
、
選
挙
四
之
二
か
ら
三
）。
欽
宗
の
靖
康
元
年
（
一
一
二
六
）
四
月
、『
春
秋
』
の
試
験
が
復
置
さ
れ
、
七
月
、

た
だ
『
春
秋
』
正
経
だ
け
か
ら
出
題
す
る
、
と
定
め
ら
れ
た
（
同
上
、
選
挙
四
之
十
六
）。

南
宋
高
宗
の
建
炎
二
年
（
一
一
二
八
）
五
月
、
詩
賦
進
士
と
経
義
進
士
と
の
両
科
が
設
け
ら
れ
た
。
詩
賦
進
士
科
の
受
験
者
に
は
経
書

の
試
験
を
課
さ
ず
、
経
義
進
士
科
の
受
験
生
に
は
一
経
だ
け
を
修
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
同
上
、
選
挙
四
之
二
十
一
か
ら
二
十
二
）。

高
宗
の
紹
興
五
年
（
一
一
三
五
）
六
月
、「
あ
ら
ゆ
る
省
試
挙
人
の
程
文
は
、
古
今
諸
儒
の
説
な
ら
び
に
己
よ
り
出
づ
る
の
意
を
通
用
す

る
を
許
す
。
文
理
優
長
な
れ
ば
並
び
に
合
格
と
為
す
。」
と
い
う
詔
が
下
さ
れ
た
（
同
上
、
選
挙
四
之
二
十
五
。
何
忠
礼
『
南
宋
科
挙
制

度
史
』
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
。
一
九
〇
頁
）。
こ
の
詔
に
よ
り
、『
春
秋
正
義
』
を
含
む
『
五
経
正
義
』
は
、
元
祐
四
年
（
一
〇
八

九
）
五
月
に
科
挙
の
試
験
答
案
の
経
文
解
釈
に
対
す
る
唯
一
の
採
点
基
準
と
い
う
地
位
を
取
り
戻
し
て
以
来
、
ま
た
も
や
そ
の
地
位
を

失
っ
た
の
で
あ
る
。

紹
興
十
三
年
（
一
一
四
三
）
二
月
、
進
士
科
を
経
義
科
だ
け
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
同
上
、
選
挙
四
之
二
十
七
）。
同
年
四
月
、『
春

秋
』
の
試
験
は
、『
春
秋
』
正
経
だ
け
か
ら
出
題
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
同
上
）。
し
か
し
、
翌
紹
興
十
四
年
（
一
一
四
四
）、
詔
が
下
さ

れ
、『
春
秋
』
の
試
験
は
、
三
伝
の
文
の
う
ち
、『
春
秋
』
正
経
の
文
を
解
釈
し
て
い
る
箇
所
か
ら
出
題
す
る
、
と
定
め
ら
れ
た
（
同
上
）。
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紹
興
十
五
年
（
一
一
四
五
）
正
月
、
詔
し
て
、
進
士
科
を
詩
賦
科
と
経
義
科
と
の
両
科
に
分
け
た
（
同
上
、
選
挙
四
之
二
十
八
）。
紹
興

二
十
七
年
（
一
一
五
七
）
二
月
、
詔
し
て
、
詩
賦
科
と
経
義
科
と
を
合
併
し
た
が
（『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
一
七
六
）、
紹
興
三
十
一

年
（
一
一
六
一
）
二
月
、
詔
し
て
、
も
と
に
戻
し
て
、
進
士
科
を
詩
賦
科
と
経
義
科
と
に
分
け
た
（
同
上
、
巻
一
八
八
）。
そ
の
後
は
、

南
宋
で
は
、『
宋
会
要
輯
稿
』
選
挙
を
通
覧
す
る
限
り
、
詩
賦
進
士
科
と
経
義
進
士
科
と
が
両
立
し
続
け
た
よ
う
で
あ
る
（
村
上
哲
見

『
科
挙
の
話
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
。
一
五
五
頁
）。

寧
宗
の
嘉
定
六
年
（
一
二
一
三
）
七
月
、
臣
僚
の
上
言
に
従
っ
て
、
科
挙
の
試
験
問
題
の
作
成
と
合
格
不
合
格
の
判
断
と
を
、
古
注
及

び
『
五
経
正
義
』
を
基
準
に
し
て
行
う
こ
と
に
な
っ
た
（『
宋
会
要
輯
稿
』
選
挙
六
之
十
六
か
ら
十
七
。
原
文
。
出
題
去
取
、
須
以
古
注

正
義
為
的
。（
中
略
）
従
之
。）。『
春
秋
正
義
』
を
含
む
『
五
経
正
義
』
は
、
紹
興
五
年
（
一
一
三
五
）
六
月
に
科
挙
の
試
験
答
案
の
経
文

解
釈
に
対
す
る
唯
一
の
採
点
基
準
と
い
う
地
位
を
失
っ
て
以
来
、
こ
の
時
に
、
そ
の
地
位
を
取
り
戻
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
嘉
定
四

年
（
一
二
一
一
）
十
二
月
に
、『
春
秋
』
の
試
験
問
題
は
、「
事
実
の
通
貫
す
る
」（
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
）
箇
所
か
ら
出
す
こ
と
に
な
っ

た
か
ら
（
同
上
、
選
挙
六
之
十
か
ら
十
一
）、『
左
伝
』
昭
公
六
年
条
の
鄭
人
が
刑
書
を
鋳
て
、
叔
向
が
そ
れ
を
非
難
す
る
手
紙
を
子
産
に

送
っ
た
話
も
出
題
範
囲
に
入
る
の
で
、『
春
秋
』
を
修
め
る
受
験
生
は
、
昭
公
六
年
条
に
附
さ
れ
た
、
罪
刑
法
定
主
義
を
表
明
す
る
孔
穎

達
の
正
義
を
も
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
孝
宗
の
淳
熙
元
年
（
一
一
七
四
）
時
点
で
、『
春
秋
』
を
学
習

す
る
者
は
「
絶
少
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（
同
上
、
選
挙
五
之
一
）。

宋
朝
の
科
挙
で
は
、『
春
秋
正
義
』
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
が
進
士
科
の
試
験
の
出
題
経
書
か
ら
外
さ
れ
た
熙
寧
四
年
（
一
〇
七
一
）
ま

で
、
試
験
答
案
の
経
文
解
釈
に
対
す
る
唯
一
の
採
点
基
準
で
あ
り
続
け
た
。
元
祐
四
年
（
一
〇
八
九
）
に
、『
春
秋
左
氏
伝
』
が
進
士
科

の
出
題
経
書
に
戻
り
、『
春
秋
正
義
』
も
試
験
答
案
の
経
文
解
釈
に
対
す
る
唯
一
の
採
点
基
準
と
い
う
地
位
を
取
り
戻
し
た
。
し
か
し
、
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紹
聖
四
年
（
一
〇
九
七
）、
崇
寧
元
年
（
一
一
〇
二
）
に
『
春
秋
』
の
試
験
が
廃
止
さ
れ
た
。
靖
康
元
年
（
一
一
二
六
）
に
『
春
秋
』
の

試
験
が
復
置
さ
れ
た
が
、
紹
興
五
年
（
一
一
三
五
）
に
『
春
秋
正
義
』
は
試
験
答
案
の
経
文
解
釈
に
対
す
る
唯
一
の
採
点
基
準
と
い
う
地

位
を
失
っ
た
。
そ
の
後
、
嘉
定
六
年
（
一
二
一
三
）
に
な
っ
て
、『
春
秋
正
義
』
は
そ
の
地
位
を
取
り
戻
し
た
。
そ
れ
以
降
は
、『
宋
会
要

輯
稿
』
選
挙
の
中
に
、『
春
秋
正
義
』
が
そ
の
地
位
を
失
っ
た
こ
と
を
示
す
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
か
ら
、『
春
秋
正
義
』
は
南
宋
の
終
わ

り
ま
で
、
試
験
答
案
の
経
文
解
釈
に
対
す
る
唯
一
の
採
点
基
準
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、『
左
伝
』
昭
公
六
年
条
に
附
さ

れ
た
孔
穎
達
の
疏
、
即
ち
『
春
秋
正
義
』
の
一
節
が
表
明
す
る
罪
刑
法
定
主
義
は
、
嘉
定
六
年
以
降
の
南
宋
で
も
、
国
教
で
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。

イ

金
・
元
朝
の
科
挙
の
試
験
と
『
春
秋
正
義
』

金
朝
の
科
挙
に
つ
い
て
は
、『
金
史
』
巻
五
十
一
、
選
挙
志
に
「
金
の
、
科
を
設
く
る
は
、
皆
、
遼
・
宋
の
制
に
因
る
。
詞
賦
・
経

義
・
策
試
・
律
科
・
経
童
の
制
有
り
。」「
凡
そ
経
は
、『
易
』
は
則
ち
王
弼
・
韓
康
伯
の
註
を
用
い
、『
書
』
は
孔
安
国
の
註
を
用
い
、

『
詩
』
は
毛
萇
の
註
・
鄭
玄
の
箋
を
用
い
、『
春
秋
左
氏
伝
』
は
杜
預
の
註
を
用
い
、『
礼
記
』
は
孔
穎
達
の
疏
を
用
い
、『
周
礼
』
は
鄭
玄

の
註
・
賈
公
彦
の
疏
を
用
い
る
。（
中
略
）
皆
、
国
子
監
よ
り
之
れ
を
印
し
、
こ
れ
を
学
校
に
授
く
。」「
経
義
進
士
は
、
治
む
る
所
の
一

経
義
・
策
論
各
一
道
を
試
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
金
朝
で
は
経
書
の
注
疏
が
科
挙
の
試
験
答
案
の
経
文
解
釈
に
対
す
る
唯
一
の
採
点

基
準
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、『
春
秋
左
氏
伝
』
の
孔
穎
達
の
疏
は
採
点
基
準
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
金
朝
で
は
、

罪
刑
法
定
主
義
は
国
教
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
金
律
の
中
に
官
司
出
入
人
罪
条
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
か
ら
（
葉
潜
昭
『
金
律
之
研
究
』
台
湾
商
務
印
書
館
、
中
華
民
国
六
十
一
年
。
二
〇
四
頁
か
ら
五
頁
）、
金
律
は
罪
刑
法
定
主
義

旧
中
国
の
罪
刑
法
定
主
義
の
非
国
教
化
に
つ
い
て

一
九
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に
基
づ
い
て
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

元
朝
の
科
挙
に
つ
い
て
は
、『
元
史
』
巻
八
十
一
、
選
挙
志
、
科
目
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
、
仁
宗
皇
慶
二
年
（
一
三
一
三
）
十
一
月
詔

に
附
さ
れ
た
「
考
試
程
式
」
に
、「
蒙
古
・
色
目
人
。
第
一
場
。（
中
略
）
第
二
場
。（
中
略
）
漢
人
・
南
人
。
第
一
場
。
明
経
。
経
疑
二

問
。（
中
略
）
経
義
一
道
。
各
々
一
経
を
治
む
。『
詩
』
は
朱
氏
を
以
て
主
と
為
し
、『
尚
書
』
は
蔡
氏
を
以
て
主
と
為
し
、『
周
易
』
は
程

氏
・
朱
氏
を
以
て
主
と
為
す
。
已
上
の
三
経
は
、
兼
ね
て
古
註
疏
を
用
い
る
。『
春
秋
』
は
三
伝
及
び
胡
氏
の
伝
を
用
い
る
を
許
す
。『
礼

記
』
は
古
註
疏
を
用
い
る
。」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（『
元
典
章
』
三
十
一
、
礼
部
巻
四
、
学
校
、
儒
学
、
科
挙
条
制
、『
通
制
条
格
』
巻

五
、
学
令
も
同
文
。）。

元
朝
の
科
挙
の
試
験
で
は
、『
五
経
正
義
』
の
う
ち
、『
毛
詩
正
義
』『
尚
書
正
義
』『
周
易
正
義
』『
礼
記
正
義
』
は
、
経
文
を
解
釈
す

る
た
め
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
に
、『
春
秋
正
義
』
だ
け
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
元
朝
で
は
、
刑
法
典

で
あ
る
律
が
、
編
纂
さ
れ
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
頒
行
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
（
前
稿
「
元
朝
の
立
法
・
刑
罰
・
裁
判
」『
関
西
大
学
法
学

論
集
』
第
六
十
六
巻
第
四
号
掲
載
。
第
一
節
）、
罪
刑
法
定
主
義
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

｢胡
氏
の
伝
」
と
は
、
宋
の
胡
安
国
（
一
〇
七
四
～
一
一
三
八
）
が
著
し
た
『
春
秋
伝
』
を
指
す
。
そ
の
巻
二
十
四
に
、『
春
秋
』
の
昭

公
六
年
条
の
経
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、『
春
秋
左
氏
伝
』
の
叔
向
の
手
紙
に
つ
い
て
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。『
春
秋
伝
』
は
、

『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
『
胡
氏
春
秋
伝
』
を
見
た
。

ウ

明
朝
の
科
挙
の
試
験
と
『
春
秋
正
義
』

明
朝
の
科
挙
に
つ
い
て
は
、『
明
史
』
巻
七
十
、
選
挙
志
に
「
科
挙
定
式
を
頒
か
つ
。
初
場
は
四
書
義
三
道
、
経
義
四
道
を
試
す
。
四
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書
は
朱
子
の
『
集
註
』
を
主
と
し
、『
易
』
は
程
伝
・
朱
子
の
『
本
義
』
を
主
と
し
、『
書
』
は
蔡
氏
の
伝
及
び
古
註
疏
を
主
と
し
、『
詩
』

は
朱
子
の
『
集
伝
』
を
主
と
し
、『
春
秋
』
は
『
左
氏
』『
公
羊
』『
穀
梁
』
三
伝
及
び
胡
安
国
・
張
洽
の
伝
を
主
と
し
、『
礼
記
』
は
古
註

疏
を
主
と
す
。（
以
上
、『
正
徳
大
明
会
典
』
巻
七
十
七
、
礼
部
、
学
校
、
科
挙
、
郷
試
も
同
じ
。
な
お
、
受
験
者
は
一
経
を
選
ん
だ
。）

永
楽
の
間
、『
四
書
五
経
大
全
』
を
頒
か
ち
、
註
疏
を
廃
し
て
用
い
ず
。（
同
上
『
正
徳
会
典
』
は
「
後
に
四
書
五
経
は
『
大
全
』
を
主
と

す
。」
と
注
を
附
け
て
い
る
。）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

｢科
挙
定
式
」
が
頒
か
た
れ
た
の
は
、
洪
武
十
七
年
（
一
三
八
四
）
三
月
で
あ
る
。「
科
挙
定
式
」
で
は
、
試
験
で
『
書
経
』『
礼
記
』

の
経
文
を
解
釈
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
、『
尚
書
正
義
』『
礼
記
正
義
』
を
主
と
し
て
用
い
る
定
め
で
あ
っ
た
。「『
春
秋
』
は
三
伝
及
び

胡
安
国
・
張
洽
の
伝
を
主
と
す
る
。」
と
あ
る
。「
張
洽
の
伝
」
は
『
張
氏
春
秋
集
注
』
を
指
す
。『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
本
の
巻
九
、

昭
公
六
年
条
を
見
る
と
、『
春
秋
』
の
経
文
を
注
釈
し
て
い
る
だ
け
で
、
経
文
と
関
わ
り
が
な
い
、『
左
伝
』
の
叔
向
の
手
紙
の
文
章
に
は

触
れ
て
い
な
い
。「
主
と
す
る
」
と
あ
る
が
、『
春
秋
』
の
経
文
を
解
釈
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
、
兼
ね
て
『
春
秋
正
義
』
を
用
い
る
こ

と
が
で
き
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
四
書
五
経
大
全
』
が
頒
行
さ
れ
る
と
、
科
挙
の
試
験
で
経
文
を
解
釈
す
る

た
め
の
根
拠
と
し
て
、『
五
経
正
義
』
は
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『四
書
五
経
大
全
』
は
、『
四
書
大
全
』『
周
易
大
全
』『
書
経
大
全
』『
詩
経
大
全
』『
礼
記
大
全
』『
春
秋
大
全
』
か
ら
成
り
、
永
楽
十

三
年
（
一
四
一
五
）
九
月
に
完
成
し
、
永
楽
十
五
年
（
一
四
一
七
）
三
月
に
両
京
国
子
監
及
び
天
下
の
郡
県
学
に
頒
か
た
れ
た
。『
周
易

大
全
』
以
下
の
『
五
経
大
全
』
は
、『
礼
記
大
全
』
を
除
い
て
、
宋
元
の
朱
子
学
者
の
注
釈
書
を
丸
写
し
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
（『
四
庫
全
書
総
目
』
の
各
書
の
項
）。『
春
秋
大
全
』
は
元
の
汪
克
寛
の
『
春
秋
胡
伝
附
録
纂
疏
』
の
丸
写
し
で
あ
り
、『
纂
疏
』
は

も
っ
ぱ
ら
宋
の
胡
安
国
の
『
春
秋
伝
』
に
従
っ
て
い
る
（『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
二
十
八
、『
春
秋
大
全
』
の
項
）。『
明
太
宗
実
録
』
巻
一

旧
中
国
の
罪
刑
法
定
主
義
の
非
国
教
化
に
つ
い
て
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六
八
、
永
楽
十
三
年
九
月
己
酉
条
に
『
五
経
四
書
性
理
大
全
』
の
「
御
製
序
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
工
に
命
じ
て
鋟
梓
せ

し
め
、
天
下
に
頒
布
す
。
天
下
の
人
を
し
て
、（
中
略
）
之
れ
を
身
に
修
め
、
之
れ
を
家
に
行
い
、
之
れ
を
国
に
用
い
て
、
之
れ
を
天
下

に
達
せ
し
め
、
家
ご
と
に
政
を
異
に
せ
ざ
ら
し
め
、
国
ご
と
に
俗
を
殊
に
せ
ざ
ら
し
む
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
明
言
さ
れ
て
は

い
な
い
け
れ
ど
も
、
科
挙
の
試
験
で
経
文
を
解
釈
す
る
た
め
の
唯
一
の
根
拠
と
し
て
、
言
い
換
え
る
と
、
科
挙
の
試
験
答
案
の
経
文
解
釈

に
対
す
る
唯
一
の
採
点
基
準
と
し
て
『
四
書
五
経
大
全
』
を
用
い
る
こ
と
を
永
楽
帝
が
望
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『春
秋
大
全
』（『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
）
巻
二
十
九
、
昭
公
六
年
の
条
を
見
る
と
、『
春
秋
』
の
経
文
が
大
字
で
掲
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
経
文
の
横
に
、
経
文
の
意
味
を
説
明
す
る
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
伝
文
が
小
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
経
文
と
は
関
わ
り
が
な

い
伝
文
で
あ
る
、
叔
向
が
子
産
に
送
っ
た
手
紙
の
文
章
が
、「
附
録
」
と
し
て
小
字
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
孔
穎
達
の
疏
文
は
添
え
ら
れ

て
い
な
い
。
科
挙
の
試
験
で
経
文
を
解
釈
す
る
た
め
の
唯
一
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
、
皇
帝
が
編
集
を
命
じ
た
書
物

の
中
に
、
罪
刑
法
定
主
義
を
表
明
す
る
孔
穎
達
の
疏
の
文
を
添
え
る
こ
と
な
く
、
叔
向
の
手
紙
の
文
章
を
掲
げ
て
し
ま
う
と
、
裁
判
官
が

法
律
に
従
わ
ず
に
、
自
分
が
適
切
で
あ
る
と
思
う
内
容
の
判
決
を
下
す
こ
と
を
、
国
家
が
奨
励
し
て
い
る
、
と
科
挙
の
受
験
生
に
思
わ
れ

て
も
仕
方
が
な
い
。

エ

清
朝
の
科
挙
の
試
験
と
『
春
秋
正
義
』

清
朝
の
科
挙
に
つ
い
て
は
、『
清
史
稿
』
巻
一
〇
八
、
選
挙
志
に
、「（
順
治
）
二
年
（
一
六
四
五
）、
科
場
条
例
を
頒
か
つ
。（
中
略
）

首
場
、
四
書
三
題
、
五
経
各
四
題
。
士
子
は
各
々
一
経
を
占
す
。
四
書
は
朱
子
の
『
集
註
』
を
主
と
し
、『
易
』
は
程
伝
・
朱
子
の
『
本

義
』
を
主
と
し
、『
書
』
は
蔡
伝
を
主
と
し
、『
詩
』
は
朱
子
の
『
集
伝
』
を
主
と
し
、『
春
秋
』
は
胡
安
国
の
伝
を
主
と
し
、『
礼
記
』
は
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陳
澔
の
『
集
説
』
を
主
と
す
。
其
の
後
（
乾
隆
五
十
七
年
（
一
七
九
二
）。『（
光
緒
）
清
会
典
事
例
』
巻
三
三
二
、
礼
部
、
貢
挙
、
試
芸

体
裁
、
同
書
巻
三
八
八
、
礼
部
、
学
校
、
考
試
文
芸
。
佐
立
注
。
以
下
同
じ
。）、『
春
秋
』
は
胡
伝
を
用
い
ず
、『
左
伝
』
の
本
事
を
以
て

文
（
問
題
文
）
を
為つ

く

り
、『
公
羊
』『
穀
梁
』
を
参
用
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
春
秋
』
は
胡
伝
を
主
と
す
る
、
と
い
う
の
は
康
熙
八
年

（
一
六
六
九
）
の
定
め
で
あ
る
（『
学
政
全
書
』
巻
十
四
、
考
試
題
目
）。

こ
こ
に
は
、
科
挙
の
試
験
で
五
経
の
文
を
解
釈
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
、『
五
経
正
義
』
が
全
く
出
て
こ
な
い
。
け
れ
ど
も
、「
主
と

す
る
。」
と
い
う
定
め
で
あ
る
か
ら
に
は
、
兼
ね
て
『
五
経
正
義
』
を
用
い
る
こ
と
は
か
ま
わ
な
か
っ
た
ら
し
く
、『
清
国
行
政
法
』
第
三

巻
（
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
、
明
治
四
十
三
年
。
四
六
五
頁
）
は
、
科
挙
の
試
験
で
の
五
経
の
解
義
は
前
代
以
来
、
宋
儒
の
説
に
拠
る
の

を
本
則
と
す
る
け
れ
ど
も
、
古
解
を
用
い
る
こ
と
も
妨
げ
な
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
直
隷
・
各
省
の
各
府
州
県
の
学
校
に
は
、『
周

易
』
以
下
、
十
三
経
の
注
疏
（『
五
経
正
義
』
を
含
む
。）
が
備
え
ら
れ
て
い
た
（『（
光
緒
）
清
会
典
』
巻
三
十
二
、
礼
部
、『（
光
緒
）
清

会
典
事
例
』
巻
三
八
八
、
礼
部
、
学
校
、
頒
行
書
籍
）。

し
か
し
、
乾
隆
二
十
三
年
（
一
七
五
八
）
の
議
准
に
、「
向
例
、
五
経
も
て
士
を
取
る
は
、
経
旨
は
悉
く
先
儒
（
宋
儒
を
指
す
。
佐
立

注
。
以
下
同
じ
。）
の
伝
註
を
遵
用
す
。
今
、
学
宮
（
学
校
の
こ
と
。）
に
頒
行
す
る
御
纂
五
経
（「
五
経
」
は
「
四
経
」
の
誤
り
。）・
欽

定
三
礼
は
、
諸
儒
の
説
を
博
採
し
、
折
衷
至
当
に
し
て
、
古
今
を
集
む
る
の
大
成
な
り
。
嗣
後
、
経
文
を
考
校
す
る
は
、
応
に
聖
製
（
御

纂
四
経
・
欽
定
三
礼
を
指
す
。）
及
び
伝
註
（
宋
儒
の
伝
註
を
指
す
。）
を
遵
奉
す
る
を
旨
（
経
旨
）
に
合か

な

う
と
為
す
べ
し
。」（『（
光
緒
）

清
会
典
事
例
』
巻
三
三
二
、
礼
部
、
貢
挙
、
試
芸
体
裁
。
同
書
巻
三
八
八
、
礼
部
、
学
校
、
釐
正
文
体
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
乾
隆
二
十
三

年
の
議
准
は
、「
学
宮
に
頒
行
す
る
御
纂
四
経
・
欽
定
三
礼
は
、
先
儒
の
説
を
博
採
し
、
折
衷
至
当
な
り
。
嗣
後
、
経
文
を
考
校
す
る
は
、

聖
訓
を
遵
奉
し
、
及
び
伝
註
を
用
い
る
を
以
て
、
旨
に
合
う
と
為
す
。」
と
い
う
文
に
な
っ
て
い
る
。『（
光
緒
）
清
会
典
事
例
』
は
光
緒

旧
中
国
の
罪
刑
法
定
主
義
の
非
国
教
化
に
つ
い
て
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二
十
五
年
石
印
本
の
影
印
本
（
中
華
書
局
）
を
見
た
。）
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
乾
隆
二
十
三
年
以
降
は
、「
御
纂
四
経
」「
欽
定
三
礼
」

及
び
宋
儒
の
「
伝
註
」
が
、
科
挙
の
試
験
答
案
の
経
文
解
釈
に
対
す
る
採
点
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、『
五

経
正
義
』
を
含
む
古
注
疏
が
、
科
挙
の
試
験
で
経
文
解
釈
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

｢御
纂
四
経
」
は
、『
御
纂
周
易
折
中
』（
康
熙
五
十
四
年
（
一
七
一
五
）
聖
祖
御
纂
。『
四
庫
全
書
総
目
』
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。）『
欽

定
書
経
伝
説
彙
纂
』（
康
熙
末
、
聖
祖
敕
撰
。
雍
正
八
年
（
一
七
三
〇
）
告
成
。）『
欽
定
詩
経
伝
説
彙
纂
（
康
熙
末
、
聖
祖
御
定
。
雍
正

五
年
（
一
七
二
七
）
刻
成
。）『
欽
定
春
秋
伝
説
彙
纂
』（
康
熙
三
十
八
年
（
一
六
九
九
）
奉
敕
撰
。）
を
指
す
。「
欽
定
三
礼
」
は
、『
欽
定

周
官
義
疏
』（
乾
隆
十
三
年
（
一
七
四
八
）
御
定
。）『
欽
定
儀
礼
義
疏
』（
同
上
）『
欽
定
礼
記
義
疏
』（
同
上
）
を
指
す
。
宋
儒
の
「
伝

註
」
は
、
程
頤
『
伊
川
易
伝
』、
朱
熹
、『
周
易
本
義
』、
蔡
沈
『
書
経
集
伝
』、
朱
熹
『
詩
経
集
伝
』、
胡
安
国
『
胡
氏
春
秋
伝
』、
元
の
陳

澔
『
陳
氏
礼
記
集
説
』
を
指
す
。

『欽
定
春
秋
伝
説
彙
纂
』（『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
）
巻
二
十
九
の
昭
公
六
年
条
を
見
る
と
、『
春
秋
』
の
経
文
が
大
字
で
掲
げ
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
経
文
の
横
に
、
経
文
の
意
味
を
説
明
す
る
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
伝
文
、
及
び
宋
・
明
の
儒
者
の
注
釈
文
が
小
字
で
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、『
春
秋
』
の
経
文
と
関
わ
り
が
な
い
伝
文
で
あ
る
叔
向
の
手
紙
の
文
章
が
、「
附
録
」
と
し
て
小
字
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

孔
穎
達
の
疏
文
は
添
え
ら
れ
て
い
な
い
。
皇
帝
が
命
じ
て
作
ら
せ
た
書
物
の
中
に
、
罪
刑
法
定
主
義
を
否
定
す
る
叔
向
の
手
紙
の
文
章
が
、

罪
刑
法
定
主
義
を
表
明
す
る
孔
穎
達
の
疏
の
文
を
添
え
る
こ
と
な
く
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、『
春
秋
大
全
』
と
同
様
、
裁
判

官
が
法
律
に
従
わ
ず
に
、
自
分
が
適
切
で
あ
る
と
思
う
内
容
の
判
決
を
下
す
こ
と
を
、
国
家
が
奨
励
し
て
い
る
、
と
科
挙
の
受
験
生
に
思

わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
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四

旧
中
国
の
罪
刑
法
定
主
義
の
非
国
教
化

前
節
に
書
い
た
よ
う
に
、『
春
秋
正
義
』
は
、
宋
朝
で
は
、
国
初
か
ら
熙
寧
四
年
（
一
〇
七
一
）
ま
で
、
科
挙
の
試
験
答
案
の
経
文
解

釈
に
対
す
る
唯
一
の
採
点
基
準
で
あ
り
続
け
た
。
そ
の
後
、
そ
の
地
位
を
取
り
戻
し
た
り
、
失
っ
た
り
し
た
後
、
嘉
定
六
年
（
一
二
一

三
）
以
降
は
、
お
そ
ら
く
は
南
宋
の
終
わ
り
ま
で
、
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
。
す
る
と
、
そ
の
間
、『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
六
年
三
月
条
に

附
さ
れ
た
孔
穎
達
の
疏
、
即
ち
「
正
義
」
が
表
明
す
る
罪
刑
法
定
主
義
は
、
宋
朝
の
国
教
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
金
・
元
・
明
・
清
朝
で
は
、『
春
秋
正
義
』
は
科
挙
の
試
験
答
案
の
経
文
解
釈
に
対
す
る
採
点
基
準
で
は
な
く
な
っ
て
い

た
の
で
、
罪
刑
法
定
主
義
も
中
国
の
国
教
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
明
・
清
朝
で
は
、
科
挙
の
試
験
で
経
文

を
解
釈
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
用
い
さ
せ
る
目
的
で
、
言
い
換
え
る
と
、
科
挙
の
試
験
答
案
の
経
文
解
釈
に
対
す
る
採
点
基
準
と
し
て

用
い
さ
せ
る
目
的
で
、
皇
帝
が
命
じ
て
編
集
さ
せ
た
『
春
秋
大
全
』『
欽
定
春
秋
伝
説
彙
纂
』
の
中
で
、
叔
向
の
手
紙
の
文
章
が
、
孔
穎

達
の
疏
の
文
を
添
え
る
こ
と
な
く
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
罪
刑
法
定
主
義
を
国
家
が
否
定
し
て
い
る
、
と
科
挙
の
受
験
生
に
思
わ
れ
て
も
仕

方
が
な
い
有
り
様
で
あ
っ
た
。

明
朝
の
科
挙
、
及
び
乾
隆
五
十
二
年
（
一
七
八
七
）
ま
で
の
清
朝
の
科
挙
で
は
、『
易
』『
書
』『
詩
』『
春
秋
』『
礼
記
』
の
五
経
の
中

か
ら
一
経
を
選
ん
で
受
験
さ
せ
る
定
め
で
あ
っ
た
が
、
科
挙
の
受
験
生
は
少
年
時
か
ら
、『
春
秋
左
氏
伝
』
を
含
む
九
経
の
正
文
を
読
ん

で
い
た
（
程
端
礼
『
読
書
分
年
日
程
』（『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
）。
平
田
茂
樹
『
科
挙
と
官
僚
制
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
。
十

八
頁
か
ら
二
十
一
頁
）。
乾
隆
五
十
二
年
、
翌
年
の
郷
試
か
ら
始
ま
る
五
回
の
郷
会
試
で
、
五
経
か
ら
一
経
ず
つ
順
番
に
出
題
し
、
そ
の

後
の
科
挙
で
は
五
経
か
ら
各
一
題
を
出
し
、
そ
の
全
部
に
答
え
さ
せ
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
た
（
宮
崎
市
定
『
科
挙
史
』『
全
集
』
第
十
五

旧
中
国
の
罪
刑
法
定
主
義
の
非
国
教
化
に
つ
い
て
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巻
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
。
二
一
七
頁
。『
清
史
稿
』
巻
一
〇
八
、
選
挙
志
三
。『（
光
緒
）
清
会
典
事
例
』
巻
三
八
八
、
礼
部
、

学
校
、
考
試
文
芸
。『
東
華
続
録
』
乾
隆
一
〇
六
、
乾
隆
五
十
二
年
十
二
月
丁
巳
条
。）。
つ
ま
り
、
明
・
清
の
科
挙
の
受
験
生
は
皆
、『
春

秋
左
氏
伝
』
を
勉
強
し
た
の
で
あ
る
。『
春
秋
左
氏
伝
』
を
勉
強
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
受
験
生
の
多
く
が
『
春
秋
大
全
』『
欽
定
春
秋
伝

説
彙
纂
』（
両
書
に
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
全
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。）
を
用
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
両
書
に
掲
げ
ら
れ
て
い

る
叔
向
の
手
紙
の
文
章
を
読
ん
で
、
裁
判
官
が
法
律
に
従
わ
ず
に
、
自
分
が
適
切
で
あ
る
と
思
う
内
容
の
判
決
を
下
す
裁
判
こ
そ
が
、
皇

帝
が
奨
励
す
る
理
想
的
な
裁
判
で
あ
る
、
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
受
験
生
は
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一
方
、『
春
秋
左
氏
伝
』
昭

公
六
年
三
月
条
に
附
さ
れ
た
孔
穎
達
の
疏
が
罪
刑
法
定
主
義
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
を
、
受
験
生
が
知
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。

エ
ス
カ
ラ
が
知
り
合
っ
た
、
中
華
民
国
初
期
の
中
国
の
教
養
人
が
当
時
何
歳
で
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
人
が
『
左
伝
』
昭
公

六
年
条
に
記
さ
れ
て
い
る
叔
向
の
手
紙
の
文
章
は
知
っ
て
い
て
も
、
そ
の
文
章
に
附
さ
れ
た
孔
穎
達
の
疏
の
文
は
知
ら
な
か
っ
た
の
は
、

科
挙
の
受
験
勉
強
を
し
て
い
た
時
に
（
科
挙
は
光
緒
三
十
一
年
（
一
九
〇
五
）
に
廃
止
さ
れ
た
。
宮
崎
市
定
『
科
挙
史
』『
全
集
』
第
十

五
巻
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
。
四
十
九
頁
）、『
春
秋
正
義
』
を
読
む
必
要
が
な
い
の
で
読
ま
な
か
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
旧
中
国
の
罪
刑
法
定
主
義
が
国
教
の
地
位
を
失
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
旧
中
国
の
法
律
が
罪
刑
法
定
主
義
に
基
づ
い
て
立
て

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
第
一
節
に
掲
げ
た
、『
清
律
』
刑
律
、
断
獄
下
、
断
罪
引
律
令
条
の
「
罪
を
断
ず
る
に
は
、
皆
、

須
か
ら
く
具つ

ぶ

さ
に
律
例
を
引
く
べ
し
。」
と
い
う
規
定
は
、
律
及
び
条
例
の
規
定
に
当
て
は
ま
ら
な
い
行
為
を
罪
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
を
示
し
（
法
律
な
け
れ
ば
犯
罪
な
し
。）、
同
じ
く
官
司
出
入
人
罪
条
の
「
官
司
、
故
ら
に
人
の
罪
を
出
入
し
、
全
出
全
入
す
る
者

は
、
全
罪
を
以
て
論
ず
。
云
々
」
と
い
う
規
定
は
、
裁
判
官
は
律
及
び
条
例
に
定
め
ら
れ
て
い
る
通
り
に
刑
罰
を
科
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
法
律
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
。）。

科
挙
の
受
験
生
が
、
明
朝
で
は
『
春
秋
大
全
』、
清
朝
で
は
『
欽
定
春
秋
伝
説
彙
纂
』
と
い
う
、
皇
帝
が
編
集
頒
行
を
命
じ
た
書
物
の

中
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
、
叔
向
が
子
産
に
送
っ
た
手
紙
の
文
章
を
、
孔
穎
達
の
疏
の
反
論
抜
き
で
読
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
し
て

一
方
で
は
、
皇
帝
の
命
令
で
あ
る
律
の
定
め
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
も
と
は
科
挙
の
受
験
生
で
あ
っ
た
裁
判
官
の
脳
裏
に
、

叔
向
の
手
紙
が
述
べ
る
「
あ
ら
か
じ
め
刑
法
を
制
定
せ
ず
、
事
件
が
起
こ
る
た
び
ご
と
に
適
切
な
判
断
を
下
し
て
解
決
す
る
。」
と
い
う

儒
教
の
裁
判
理
念
と
、
律
文
が
表
明
す
る
罪
刑
法
定
主
義
と
が
、
対
立
し
な
が
ら
並
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
う
な
る
と
、
裁
判
官
は
、
判
決
に
対
す
る
審
査
を
上
級
官
司
か
ら
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
裁
判
で
は
、
官
司
出
入
人
罪
条
に
依
る

処
罰
を
恐
れ
て
、
法
律
に
正
確
に
従
っ
て
判
決
を
下
す
が
、
判
決
に
対
す
る
審
査
を
受
け
な
い
裁
判
で
は
、
法
律
に
背
い
て
で
も
、
訴
訟

当
事
者
に
と
っ
て
最
も
適
切
で
あ
る
と
思
う
内
容
の
判
決
を
下
す
よ
う
に
な
る
。
実
際
、
清
朝
の
州
県
の
裁
判
官
は
、
笞
杖
罪
の
案
件
に

対
す
る
裁
判
で
は
、
判
決
文
を
上
級
官
司
に
送
ら
な
い
の
で
、
法
律
の
規
定
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
最
も
適
切
な
処
分
を
考
え
出
す
こ
と
に

努
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
判
決
に
対
す
る
審
査
を
上
級
官
司
か
ら
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
徒
刑
以
上
の
罪
の
案
件
に
対

す
る
裁
判
で
も
、
法
律
に
従
う
な
ら
ば
、
徒
一
年
以
上
の
刑
を
科
す
る
判
決
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
訴
訟
当
事
者
に
重
い
刑

を
科
す
る
こ
と
を
避
け
て
、
杖
一
百
以
下
の
刑
を
科
す
る
判
決
を
下
す
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
滋
賀
「
民
事
的
法
源
の
概

括
的
検
討
」（
第
一
節
所
掲
）
二
七
三
頁
）。
杖
一
百
以
下
の
刑
を
科
し
た
判
決
文
は
上
級
官
司
に
送
ら
な
い
の
で
、
裁
判
官
は
故
出
の
罪

に
問
わ
れ
ず
に
済
む
の
で
あ
る
。

前
稿
「
旧
中
国
の
地
方
裁
判
と
法
律
―
―
法
律
に
従
わ
な
い
判
決
が
持
つ
意
味
―
―
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
五
十
六
巻
第
二
号
、
平
成

九
年
）
で
、「
な
ぜ
旧
中
国
の
地
方
官
は
、
裁
判
に
当
た
っ
て
法
律
の
規
定
か
ら
外
れ
た
判
決
を
敢
え
て
下
し
た
の
だ
ろ
う
か
。」（
一
一

旧
中
国
の
罪
刑
法
定
主
義
の
非
国
教
化
に
つ
い
て

二
七

(二
〇
八
)



〇
頁
）
と
い
う
疑
問
を
提
出
し
た
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
、
旧
中
国
の
地
方
裁
判
官
が
、
法
律
の
規
定
と
は
異
な
る
判
決
を
下
し
た
方
が
、

訴
訟
に
関
係
す
る
人
民
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
、
と
確
信
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
と
答
え
た
（
同
頁
）。
こ
の
答
え
で
も
間
違
い
で

は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
旧
中
国
の
地
方
裁
判
官
が
、『
左
伝
』
昭
公
六
年
条
の
叔
向
の
手
紙
に
示
さ
れ
て
い
る
儒
教
の
裁
判
理
念
に

従
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
と
答
え
直
し
た
い
。

滋
賀
秀
三
「
清
代
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
」（『
続
・
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』
第
六
章
、
創
文
社
、
二
〇
〇
九
年
。
一
九
七
頁
か
ら
八

頁
）
は
、「
歴
史
的
沿
革
の
問
題
と
し
て
、
南
宋
の
『
名
公
書
判
清
明
集
』
と
清
代
の
判
語
や
檔
案
を
読
み
比
べ
る
と
、
前
者
に
お
い
て

民
事
的
法
律
の
引
用
が
断
然
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
。
時
の
流
れ
の
中
で
何
か
が
変
わ
っ
た
に
違
い

な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。「
時
の
流
れ
の
中
で
」
何
が
変
わ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
科
挙
の
試
験
答
案
の
経
文
解
釈
に
対
す
る
採
点
基
準
か

ら
『
春
秋
正
義
』
が
外
さ
れ
、
罪
刑
法
定
主
義
が
旧
中
国
の
国
教
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

『名
公
書
判
清
明
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
判
決
文
が
書
か
れ
た
南
宋
の
後
半
期
は
、
罪
刑
法
定
主
義
が
国
教
で
あ
り
、
科
挙
の
受
験

生
は
、
罪
刑
法
定
主
義
を
表
明
す
る
孔
穎
達
の
疏
文
を
読
ん
で
い
た
か
ら
、
罪
刑
法
定
主
義
に
基
づ
く
裁
判
が
行
わ
れ
、
南
宋
の
地
方
裁

判
で
は
、
裁
判
官
は
、
認
定
さ
れ
た
事
実
に
法
律
（
旧
中
国
で
は
民
事
的
内
容
を
規
定
す
る
法
律
も
刑
法
で
あ
る
。）
を
適
用
し
て
、
権

利
の
有
無
、
罪
の
有
無
を
判
定
し
、
権
利
の
配
分
、
刑
罰
の
軽
重
を
決
定
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
清
朝
で
は
、
罪
刑
法
定
主
義
が
国
教

で
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
科
挙
の
受
験
生
は
、
罪
刑
法
定
主
義
を
否
定
す
る
叔
向
の
手
紙
の
文
章
を
孔
穎
達
の
疏
文
抜
き
で
読
ま
さ
れ
て

い
た
か
ら
、
清
朝
の
州
県
の
裁
判
で
は
、
裁
判
官
は
、
認
定
さ
れ
た
事
実
に
法
律
を
適
用
し
て
、
権
利
の
有
無
、
罪
の
有
無
を
判
定
し
た

け
れ
ど
も
、
上
級
官
司
の
審
査
を
受
け
な
い
限
り
で
、
権
利
の
配
分
、
刑
罰
の
軽
重
を
法
律
の
規
定
通
り
に
は
決
定
せ
ず
、
訴
訟
当
事
者

に
と
っ
て
最
も
適
切
で
あ
る
と
思
う
内
容
の
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、『
名
公
書
判
清
明
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
南
宋
の

関
法

第
七
〇
巻
一
号

二
八

(二
〇
七
)



地
方
裁
判
官
の
判
決
文
は
、
判
決
の
根
拠
で
あ
る
法
律
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
の
に
対
し
、
清
代
の
「
判
語
」
即
ち
清
朝
の
州

県
の
裁
判
官
の
判
決
文
は
、
判
決
の
根
拠
で
あ
る
法
律
が
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。

旧
中
国
の
罪
刑
法
定
主
義
の
非
国
教
化
に
つ
い
て

二
九

(二
〇
六
)


